
建管除修第６号 照明灯修繕（四季美館） 
【特記仕様書】 

 
１. 本修繕の施工にあたっては、下記に示す内容に基づいて実施する。 
 
２. 修繕概要 

１）修 繕 名：照明灯修繕（四季美館） 
２）修繕場所：北秋田市阿仁前田字大道上 地内 
３）修繕内容：ＬＥＤ街灯設置  Ｎ＝１基 

     既存街路灯処分  Ｎ＝１式 
４）修繕期間：契約締結日の翌日～令和７年１１月１４日 

 
３. 修繕仕様 

１）ＬＥＤ照明灯については、400Ｗ形水銀ランプ器具相当のＬＥＤ内蔵灯具とする。 
２）照明灯の形状は全周配光タイプポールヘッド型とする。 
３）ポールについては、4.5ｍ丸ポール、一体形ポールベースプレート式とし、錆止塗

装を行う。色はダークブラウンの指定とする。 
４）設置機器については東芝製を想定しているが、他社製品で同等以上の性能がある

と認められた場合は、その製品を使用できるものとする。 
 
４. 条件等 

１）業務遂行上及び管理上必要と認められるときは、発注者及び受注者は打合せを行
うものとする。なお、打合せ時の指示、承諾及び協議事項は本特記仕様書と同等
の効力を有するものとする。 

２）受注者は修繕の施工にあたり、第三者に及ぼす損害を可能な限り防止するため、
最善の努力を払い適切な処置を講じなければならない。受注者が管理者の注意義
務を怠ったことにより生じた損害賠償については、受注者が負担する。 

３）本修繕により発生する建設副産物は、受注者が適正な処分場により処分するもの
とする。 

 
５. 定めなき事項 

１）この仕様に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議するものとす
る。 


